
 

 

会場では、『マイナンバーカードを利用したスマホ申告』を行います。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

住民票の基本４情報（氏名、生年月日、性別及び住所）の記載が修正された場合（ただし、

利用者証明用電子証明書は失効しない）。 

  

  

  

 

  

  

  

  

注意事項を確認してね 



※ご利用には別途通信料が掛かります
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